
各
方
面
及
び
地
域
か
ら
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
つ
い
て

地
域
研
究
・
普
及
連
絡
会
議

地
方
農
政
局
、
地
域
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
各
県

の
公
設
試
、
行
政
部
局
等
で
構
成
（
各
地
方
農
政

局
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
（
７
ブ
ロ
ッ
ク
）
で
設
置
）

各
方
面
及
び
地
域
か
ら
の
ニ
ー
ズ
を
把
握

競
争
的
資
金
の
研
究
領
域
の
設
定

委
託
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
課
題
検
討

に
反
映

農
林
水
産
技
術
会
議
事
務
局

地
域
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
懇
談
会

地
域
の
民
間
企
業
、
大
学
、
公
設
試
、
独
法
、
関

係
団
体
等
で
構
成
（
全
国
で
６
団
体
）

地
域
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
国
へ
の
技
術
的
課

題
の
提
案

各 地 域 段 階

本 省 段 階

生
産
者
団
体
、
消
費
者
団
体
と
の
意
見
交
換
会

○
生
産
者
団
体

（
全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
、
全
国
農
業
協
同
組
合

連
合
会
、
全
国
農
業
会
議
所
等
の
９
団
体
）

○
消
費
者
団
体

（
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
、
全
国
消
費
者
団
体
連

合
会
、
主
婦
連
合
会
等
の
５
団
体
）

産
学
官
の
幅
広
い
情
報
交
換

ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
フ
ェ
ア

各
方
面
か
ら
直
接

意
見
を
聴
取

地
方
農
政
局
か
ら

提
案
の
提
出

全
国
７
カ
所
（
北
海
道
、
東
北
、
東
京
、
東
海
、
近
畿
、

中
四
国
、
九
州
）
で
開
催

生
産
者
、
消
費
者
を
含
め
各
方
面
か
ら

の
研
究
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
等
の
把
握

民
間
企
業
、
大
学
等
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

技
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
意
見
募
集
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３－③ 「産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業」は平成19年度

で全て終了する予定か。

本事業については、新規課題の採択が平成19年度までであり、20年度及び21年度は継続

課題のみを実施する予定である。
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４．評価体制

４－① 当該事業の研究制度評価の具体的な取り組みについて示されたい。

農林水産省が実施する研究制度の評価方法は「農林水産省における研究開発評価に関す

る指針（平成18年３月31日農林水産技術会議決定）」等に規定されている。

事前評価については第１回検討会の参考資料のとおりであるが、中間評価及び事後評価

も概ね同様の方法で実施することとなっている。中間評価実施時期は「制度開始又は前回

の中間評価から５年間が経過する時点の前」と規定しており、制度の運営状況を見ながら

５年以内の適切な時期に中間評価を実施する予定である。事後評価は研究制度が終了した

次の年度に実施する予定である。

関連する指針等は別紙のとおり。
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５．その他

５－① 「産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業」ならびに「先

端技術を活用した農林水産研究高度化事業」制度について、研究機関、研究期間、

予算額、目的、成果、普及・実用化の状況等が記載された、直近の研究成果の一

覧表を示されたい。

直近の終了課題の研究機関、研究期間、予算額、目的及び成果の概要については別紙の

とおり。

また、両事業とも平成17年3月に最初に採択された課題が終了し、現在ないしはこれか

ら研究成果が普及に移されていくと見込まれる段階にあることから、成果の普及状況等に

ついては、今後、フォローアップ調査を充実しつつ、把握して参りたい。

なお、詳細な研究成果については、第１回の評価検討会に提出した研究成果集を参考に

していただきたい。
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